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親会社からの資金の借入に関するお知らせ 

 

 当社連結子会社のＤｅＳＣヘルスケア株式会社（以下「ＤｅＳＣ」という。）が 2023 年 1 月 24 日開催

の同社取締役会において、下記の通り当社の親会社である株式会社ディー・エヌ・エー（以下「ＤｅＮ

Ａ」という。）との間で、資金の借入（以下「本取引」という。）を行うことを、決議し借入を実施して

いることをお知らせいたします。 

 

記 

 

１．資金借入の経緯及び理由 

 2022 年 8 月にＤｅＮＡによる当社株式の公開買付けと、ＤｅＮＡに対する第三者割当増資の実施によ

り、ＤｅＮＡが当社の親会社となりました。 

 また、2022 年 10 月にＤｅＮＡが保有するＤｅＳＣの株式の全部を取得し、ＤｅＳＣは当社の連結子

会社となりました。 

 ＤｅＳＣは投資フェーズにあること、また、ＤｅＳＣを含め当社グループのヘルケスケア事業は４月

以降に売掛金の入金が集中する季節性があることから、ＤｅＳＣの当面の運転資金を調達する必要があ

りました。調達にあたっては、迅速に実施出来るＤｅＮＡからの借入といたしました。 

 

２．借入の内容 

(1) 借入先  ：株式会社ディー・エヌ・エー 

(2) 借入金額 ：500 百万円 （800 百万円を極度額とする極度貸付契約） 

(3) 借入利率 ：0.63%（2023 年 3 月末の日本円 TIBOR12 ヶ月+0.4%） 

(4) 借入期間 ：2023 年 1月 26 日 から 2024 年 3 月 31 日までの間 

(5) 担保の有無：無 

(6) 保証の有無：無 

(7) 遅延損害金：本取引約定書に基づく債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対して年

14.5%の割合の損害金を支払う。 
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３．支配株主との取引に関する事項 

（１）支配株主との取引等の該当性および少数株主の保護の方策に関する指針への適合状況 

本取引は、ＤｅＮＡが当社の親会社であり支配株主に当たることから、当社にとって支配株主との

取引等に該当します。 

 当社が 2022 年 9 月 29 日に開示したコーポレートガバナンス報告書で示している「支配株主との

取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」では、「支配株主と取引を行う際は、

少数株主保護の観点から、当該取引の必要性および当該取引等の条件が第三者との通常の取引条件と

著しく相違しないことを十分に確認した上で取引を実施する方針としております。」と定めておりま

す。 

この点、当社は、本取引について、ＤｅＮＡからの経営の独立性の確保に努めており、さらに下記

（２）および（３）に記載のとおり、その公正性を担保し、利益相反を回避するための措置を講じた

上で、 本取引に係る決定を行っております。このような対応の結果、本取引は当社の「支配株主との

取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針」に適合していると考えております。 

 

（２）公正性を担保するための措置および利益相反を回避するための措置に関する事項 

ＤｅＮＡとの兼務役員が存在しないＤｅＳＣ取締役会において、本取引の必要性と条件の妥当性を

適切に検証したうえで決定されたことを確認しております。 

また、当社は、本取引の公正性を担保するための措置として、借入利率は、当社の経営環境下で財

務基盤の安定化に必要な資金の確保を行うべく、日本円 TIBOR などの市場金利や一般的な取引条件等

を参考に、当社の既存借入利率と比べ妥当な条件であることを確認し、金融機関等の第三者との取引

と同様にＤｅＮＡとの本取引に関する条件等を決定していることも確認しております。 

なお、下記（３）に記載のとおり、当社および借入先から独立した社外取締役より本取引に関する

意見を 2023 年 9 月 29 日に取得しております。 

 

（３）当該取引等が少数株主にとって不利益なものではないことに関する、支配株主と利害関係のない

者から入手した意見の概要 

当社は、当社およびＤｅＮＡから独立した当社の社外取締役であり東京証券取引所に独立役員とし

て届けている取締役常勤監査等員の野間寬氏より①当社子会社の手元資金を迅速に調達することの必

要性に不合理な点は無く、②本取引の条件も妥当であり、③公平性を担保するための措置及び利益相

反を回避するための措置も図っていることから、当社の少数株主にとって不利益なものでは無いと考

えられる旨の意見を頂戴しております。 

 

４．業績に与える影響 

本取引による当期(2023 年 6 月期)の業績への影響については、軽微でありました。また、来期

(2024 年６月期)以降の業績に与える影響につきましても、軽微であると見込んでおります。 

 

以 上 


